
医療的ケア児の保育に関する同意書

１．医療的ケアが実施可能な時間帯は、平日（月～金曜日）８時３０分から１７時００分を基本とする看護体制が整う

時間帯とします。保育の実施にあたり、安全が確保できない場合には、受け入れできません。

２．主治医の指示以外の保護者による判断での医療的ケアの対応は行いません。

３．初日から一定の期間、保護者付き添いのもと慣らし保育を行います。期間及び利用時間については、利用保育

所等と相談の上、決定します。児童の様子や状態によっては、慣らし保育が短縮・延長される場合もあります。

４．保育利用継続申請時及び児童の状況が変わった場合には、【様式２】【様式３】【様式３（別紙）】【様式４】を提出

してください。

５．各保育所等の任意の様式を用いるなどにより、児童の保育所等での様子と家庭での様子を共有します。

６．医療的ケアに必要な医療機関での診療費用、意見書等の文書料及び機器・消耗品等は保護者の負担となりま

す。

７．保護者は、医療的ケアに必要な機器・消耗品等を点検補充し、使用後廃棄物はお持ち帰りください。

８．やむを得ない事情により医療行為を実施する看護師等が勤務できない場合には、保育の利用ができないことが

あります。

９．登園前、家庭において健康観察をしてください。顔色、機嫌、動作、食欲、体温等がいつもと違う体調不良時に

は保育の利用を控えてください。

１０．保育中に発熱等、体調不良となった場合、又は感染症の疑いがある場合には、保護者等に連絡するため必ず

連絡が取れるようにしてください。また、体調不良により、利用保育所等が保育の継続が困難と判断した場合に

は、利用時間の途中であっても、保護者等は児童を速やかに迎えに来てください。

１１．集団保育の場では、感染症にかかるリスクが高くなることが予想されるため、園内で感染症が一定数以上発生

した場合には、利用保育所等からの情報により、保護者等が保育を利用するか否か判断をお願いします。また、

利用保育所等の判断で保育の利用を控えてもらう場合があります。

１２．利用保育所等が受診を必要と判断した場合には、医療機関を受診してください。なお、その費用は保護者の負

担となります。

１３．児童の病状の変化等により、市が規定する以外の医療的ケアが必要になった場合や集団保育ができないと主

治医又は保育こども園課が判断した場合は、原則退所となります。

１４．利用保育所等の職員、施設又は設備の状況により、利用保育所等での児童の受け入れができなくなる場合が

あります。

様式５

※ 裏面もあります
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１５．.緊急時・災害時に備え、必ず利用保育所等と連絡の取れる体制を整えてください。

１６．児童の病態が急激に悪化した等の場合には、原則として保護者に連絡した上で医療機関を受診します。ただし、

保護者と連絡が取れない場合、保護者と連絡が取れる前に医療機関へ搬送し、治療が行われることがあります。

その際の受診及び治療の費用は保護者の負担となります。

１７．災害発生時には、保護者の安全を確保しつつ、速やかに迎えに来てください。万が一災害時に保護者等が迎え

に来られないことを想定し、保護者は一日分の医療的ケアに必要な物品・消耗品等及び薬、栄養剤、低血糖時の

補食等を用意してください。

１８．児童の病状が急激に悪化した等の場合や災害発生時においては、可能な限り利用保育所等で対応しますが、医

療機関でないため適切な処置がとれない場合があります。

１９．医療的ケア児に対して安全安心な保育を提供するために、保護者から提出された申請内容等について主治医、

嘱託医、利用保育所等及び関係機関で共有します。また、集団保育を実施する上で必要なことは、保護者の同意

を得た上で、他の児童、児童の保護者との間で共有します。

２０．その他、利用保育所等との間で取り決めた事項を順守いただき、必要に応じて同意書へ追記させていただきます。

（あて先）津市長

園を利用するにあたり、上記に掲げる事項について同意します。
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